
 

 

令和８年４月 

 

ＩＣＴ活用工事（ＩＣＴ土工）発注者指定型 

に関する特記仕様書 

 

本工事は、３次元データを活用するＩＣＴ活用工事を実施する工事である。ＩＣＴ活用工事の対象

範囲及び実施内容は、発注者が指定するが、受注後、必要に応じて受発注者協議により変更すること

は可能とする。 

 

１ 定義 

ＩＣＴ活用工事（ＩＣＴ土工）とは、以下に示す(1)～(5)の施工プロセスにおいてＩＣＴを活用す

る工事である。ただし、本市においてはＩＣＴ活用工事の普及を目指す目的から、施工プロセスの部

分的実施でもＩＣＴ活用工事とみなすため、発注者が必要な施工プロセスを指定する。 

(1) 起工測量 

(2) ３次元設計データ作成 

(3) ＩＣＴ建設機械による施工 

(4) 出来形管理等の施工管理 

(5) ３次元データの納品 

 

２ ＩＣＴ施工技術の具体的内容 

ＩＣＴ活用工事は、ＩＣＴを活用して、以下の施工を実施する。 

(1) 起工測量 

受注者は、以下に示す１）～８）または、中心線・縦断・横断等の確認のための測量か 

     ら手法を選択して３次元座標を取得し、計測データを作成する。 

  なお、発注者が提供する航空レーザ測量等の３次元計測データを活用することで計測を

行わない場合においても、そのデータを活用して（2）以降の施工を実施することで、起工

測量を実施したものと同等とみなす。 

 １）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

３）トータルステーション等光波方式を用いた起工測量 

４）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

８）その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

１）の作業において無人航空機を用いる場合は、下記を参照して安全確保に努めるもの

とする。 

・無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール（国土交通省交通局） 

・小型無人機等飛行禁止法関係（警察庁） 

・地理院地図（人口集中地区 令和２年 総務省統計局）（国土地理院） 



 

 

・地理院地図（空港等の周辺の空域）（国土地理院） 

(2) ３次元設計データ作成 

受注者は、（1）で取得した計測データと設計図書を用いて、ＩＣＴ建設機械による施工

及び３次元出来形管理を行うための３次元設計データを作成する。この３次元設計データ

と起工測量計測データを用いて数量算出を行う場合は、土工に関する横断面図は不要とす

る。 

(3) ＩＣＴ建設機械による施工 

受注者は、(2)で作成した３次元設計データを用い、以下に示すＩＣＴ建設機械を作業に

応じて選択して施工を実施する。 

１）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧブルドーザ 

ブルドーザの排土板の位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械による設計

データとの差分に基づき制御データを作成し、排土板を自動制御する３次元マシンコント

ロール技術または、ブルドーザの排土板の位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建

設機械による設計データとの差分を表示し、排土板を誘導する３次元マシンガイダンス技

術を用いる。 

２）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧバックホウ 

バックホウのバケットの位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械による設

計データとの差分に基づき制御データを作成し、バケットを自動制御する３次元マシンコ

ントロール技術または、バックホウのバケットの位置・標高をリアルタイムに取得し、Ｉ

ＣＴ建設機械による設計データとの差分を表示し、バケットを誘導する３次元マシンガイ

ダンス技術を用いる。 

(4) 出来形管理等の施工管理 

受注者は、（3）による工事の施工管理において、以下に示す１）～10）から選択して、

面管理よる出来形管理を行うものとする。 

     １）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

２）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

３）トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理 

４）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 

６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

８）施工履歴データを用いた出来形管理 

９）地上写真測量を用いた出来形管理 

10）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 

(5) ３次元データの納品 

３次元施工管理データ及び完成形状の３次元データ（LAS 形式）を工事完成図書として

オンライン電子納品（https://mycityconstruction.jp/）する。オンライン電子納品に対

応していないデータの場合は、監督員と納品方法について協議を行う。 

完成形状の３次元計測は、３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）（国土交通省）

に定められた出来形計測に準じて実施してもよい。 

https://mycityconstruction.jp/


 

 

完成形状の３次元計測データ（LAS 形式）については、静岡県完成形状の３次元計測実

施要領（案）（静岡県）に基づき、工事完成時に完成形状の３次元計測を行う。 

また構造物等の施工がなく、土工の完成形状と工事の完成形状が同一である場合は、出

来形管理の計測データを完成形状の計測データとみなす。 

 

３ ＩＣＴ活用工事の実施手続き 

受注者は、試行要領に基づき、施工内容、施工範囲、施工数量、施工方法等について発注者と協議

した上で、施工計画書に記載する。 

 

４ ＩＣＴ活用工事に関する経費 

１ ＩＣＴ活用工事に伴う経費は、ＩＣＴ活用工事（土工）積算要領に基づき費用を計上するが、

対象範囲及び実施内容の協議に基づき、変更を行うものとする。 

２ 無人航空機、または、地上型レーザースキャナーを用いた起工測量及び３次元設計データ作成

は、静岡県単価により費用を積算する。このうち、起工測量の面積は、受発注者協議により決定

した起工測量の必要となる計測範囲に対して計上するものとする。また、３次元データ出来形管

理費・３次元データ納品費、外注経費等については、無人航空機、または地上型レーザースキャ

ナーを用いた出来形管理を実施する場合は、見積書を提出することとする。 

見積書の提出がない場合は、３次元データ出来形管理費・３次元データ納品、外注経費等の積

算計上は行わない。なお、起工測量においても、無人航空機または地上型レーザースキャナーを

用いた手法以外は積上げ積算計上は行わない。 

３ 掘削工のＩＣＴ建設機械による施工は、施工現場での施工数量に応じて変更を行うものとし、

施工数量は建設機械（ＩＣＴ建設機械、通常建設機械）の稼働実績を用いて算出するものとする。 

  受注者は、ＩＣＴ施工に要した建設機械（ＩＣＴ建設機械、通常建設機械）の稼働実績（延べ

仕様台数）が確認できる資料を監督員へ提出するものとする。なお、稼働実績が確認できる資料

の提出が無い等、稼働実績が適正と認められない場合においては、全施工数量の25％をＩＣＴ建

設機械の施工数量として変更するものとする。 

 

５ 作業土工（床掘）におけるＩＣＴ活用 

 作業土工（床掘）において、ＩＣＴ建設機械による施工を行う場合は、ＩＣＴ活用工事に伴う経費

を設計変更の対象とし、ＩＣＴ活用工事（作業土工（床掘））積算要領に基づき費用を計上する。 

 

６ 法面工におけるＩＣＴ活用 

 法面工において、３次元出来形管理等の施工管理を行う場合は、ＩＣＴ活用工事に関する基準（法

面工）に基づき実施するものとする。 

 

７ 付帯構造物設置工におけるＩＣＴ活用 

 付帯構造物設置工において、３次元出来形管理等の施工管理を行う場合は、ＩＣＴ活用工事に関す

る基準（付帯構造物設置工）に基づき実施するものとする。 

 

８ 構造物工におけるＩＣＴ活用 



 

 

 構造物工において、３次元出来形管理等の施工管理を行う場合は、ＩＣＴ活用工事に関する基準（構

造物工）に基づき実施するものとする。 

 

９ 用語の定義 

ＩＣＴ活用工事において、図面とは、設計図、３次元地形データ、３次元設計データをいう。 

なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し監督員が承諾した図面

を含むものとする。 

 

10 工事成績 

ＩＣＴ活用工事のうち、何れかの施工プロセスを実施した場合は、「創意工夫：ＩＣＴ・その他32」

項目で１点の加点とし、全ての施工プロセスを実施した場合は、「創意工夫：ＩＣＴ・その他 33」項

目で２点の加点とする。全ての施工プロセスの実施とは、発注者が指定したプロセス全てを実施した

場合も含まれる。何れかの施工プロセスとは、ＩＣＴ活用工事の対象工事のうち、部分的に選択した

施工プロセスを実施したものを示す。 

なお、実施対象となっていない施工プロセスにおいて、自主的に実施したものについても「創意工

夫：ＩＣＴ・その他32」項目での加点対象とする。 

 

11 条件変更 

 受注者は、工事の施工に当たり、やむを得ない事情によりＩＣＴ活用工事の実施が困難となった場

合、発注者に協議を行うことができる。 

 

12 監督・検査 

ＩＣＴ活用工事を実施する場合の監督・検査は、国土交通省・静岡県が定めた表１に示すＩＣＴ

活用施工技術に関する基準及び関連要領等により行うものとする。 

 

13 成果品 

 成果品の対象は、表２に示すとおりとする。 

 

表１ ＩＣＴ施工技術に関する基準（土工） 

段階 名称 

施工 

土木工事施工管理基準（案）（出来形管理基準及び規格値） 

土木工事数量算出要領（案） 

土木工事共通仕様書 施工管理関係書類（帳票：出来形合否判定総括表） 

静岡県施工履歴データによる土工の出来形管理要領（案） 

検査 
地方整備局土木工事検査技術基準（案） 

既済部分検査技術基準（案） 

納品 静岡県完成形状の３次元計測実施要領（案） 

土工 静岡県ＩＣＴ活用工事運用ガイドライン土工編（案） 

 関連要領等：https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html 

※施工履歴データは、原則として静岡県の基準を用いるものとする。 

https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html


 

 

表２ 成果品の対象 

項目 
データ 

種別 
ファイル形式 基準 

静岡県ガイド 

ライン 
静岡市 

起工測量計測 

点群データ 
ポイント 

CSV,LAS, 

LandXML 

数量算出に 

利用した場 

合に提出 

不要 
数量算出に 

利用した場 

合に提出 起工測量計測データ TIN LandXML 

必要 

３次元設計データ TIN LandXML 

必要 必要 

出来形管理資料 - 
PDF又はビューア 

付３次元データ 

出来形評価用データ ポイント 
CSV,LAS, 

LandXML 

出来形計測点群データ ポイント 
CSV,LAS, 

LandXML 

不要 

出来形計測データ TIN LandXML 

工事基準点及び 

標定点データ 
ポイント 

CSV,LandXML, 

SIMA 

空中写真測量（無人 

航空機）で撮影した 

デジタル写真 

画像 JPG 

完成形状計測 

点群データ 
ポイント LAS 記載なし 必要 不要 

 



 

 

令和８年４月 

 

ＩＣＴ活用工事（ＩＣＴ土工）受注者希望型 

に関する特記仕様書 

 

本工事は、受注者が「ＩＣＴ活用工事」を希望する場合に、受発注者協議により、３次元データを

活用するＩＣＴ活用工事を実施することができる。 

なお、ＩＣＴ活用工事の対象範囲及び実施内容は、受発注者協議により確定する。 

 

１ 定義 

ＩＣＴ活用工事（ＩＣＴ土工）とは、以下に示す(1)～(5)の施工プロセスにおいてＩＣＴを活用す

る工事である。ただし、本市においてはＩＣＴ活用工事の普及を目指す目的から、施工プロセスの部

分的実施でもＩＣＴ活用工事とみなすため、発注者が必要な施工プロセスを指定する。 

(1) 起工測量 

(2) ３次元設計データ作成 

(3) ＩＣＴ建設機械による施工 

(4) 出来形管理等の施工管理 

(5) ３次元データの納品 

 

２ ＩＣＴ施工技術の具体的内容 

ＩＣＴ活用工事は、ＩＣＴを活用して、以下の施工を実施する。 

(1) 起工測量 

受注者は、以下に示す１）～８）または、中心線・縦断・横断等の確認のための測量か 

     ら手法を選択して３次元座標を取得し、計測データを作成する。 

      なお、発注者が提供する航空レーザ測量等の３次元計測データを活用することで計測を

行わない場合においても、そのデータを活用して（2）以降の施工を実施することで、起工

測量を実施したものと同等とみなす。 

 １）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２）レーザースキャナーを用いた起工測量 

３）トータルステーション等光波方式を用いた起工測量 

４）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

７）地上型移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

８）その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

 １）の作業において無人航空機を用いる場合は、下記を参照して安全確保に努めるもの

とする。 

 ・無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール（国土交通省交通局） 

・小型無人機等飛行禁止法関係（警察庁） 

・地理院地図（人口集中地区 令和２年 総務省統計局）（国土地理院） 



 

 

・地理院地図（空港等の周辺の空域）（国土地理院） 

(2) ３次元設計データ作成 

受注者は、（1）で取得した計測データと設計図書を用いて、ＩＣＴ建設機械による施工

及び３次元出来形管理を行うための３次元設計データを作成する。この３次元設計データ

と起工測量計測データを用いて数量算出を行う場合は、土工に関する横断面図は不要とす

る。 

(3) ＩＣＴ建設機械による施工 

受注者は、(2)で作成した３次元設計データを用い、以下に示すＩＣＴ建設機械を作業に

応じて選択して施工を実施する。 

１）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧブルドーザ 

ブルドーザの排土板の位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械による設計

データとの差分に基づき制御データを作成し、排土板を自動制御する３次元マシンコント

ロール技術または、ブルドーザの排土板の位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建

設機械による設計データとの差分を表示し、排土板を誘導する３次元マシンガイダンス技

術を用いる。 

２）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧバックホウ 

バックホウのバケットの位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械による設

計データとの差分に基づき制御データを作成し、バケットを自動制御する３次元マシンコ

ントロール技術または、バックホウのバケットの位置・標高をリアルタイムに取得し、Ｉ

ＣＴ建設機械による設計データとの差分を表示し、バケットを誘導する３次元マシンガイ

ダンス技術を用いる。 

(4) 出来形管理等の施工管理 

受注者は、（3）による工事の施工管理において、以下に示す１）～10）から選択して、

面管理による出来形管理を行うものとする。 

     １）空中写真測量（無人航空機）を用いた出来形管理 

２）レーザースキャナーを用いた出来形管理 

３）トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理 

４）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた出来形管理 

６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

８）施工履歴データを用いた出来形管理 

９）地上写真測量を用いた出来形管理 

10）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 

(5) ３次元データの納品 

３次元施工管理データ及び完成形状の３次元データ（LAS 形式）を工事完成図書として

オンライン電子納品（https://mycityconstruction.jp/）する。オンライン電子納品に対

応していないデータの場合は、監督員と納品方法について協議を行う。 

完成形状の３次元計測は、３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）（国土交通省）

に定められた出来形計測に準じて実施してもよい。 

https://mycityconstruction.jp/


 

 

完成形状の３次元計測データ（LAS 形式）については、静岡県完成形状の３次元計測実

施要領（案）（静岡県）に基づき、工事完成時に完成形状の３次元計測を行う。 

また、構造物等の施工がなく、土工の完成形状と工事の完成形状が同一である場合は、

出来形管理の計測データを完成形状の計測データとみなす。 

 

３ ＩＣＴ活用工事の実施手続き 

受注者は、施工内容、施工範囲、施工数量、施工方法等について発注者と協議した上で、施工計画

書に記載する。 

 

４ ＩＣＴ活用工事に関する経費 

１ ＩＣＴ活用工事に伴う経費は、設計変更の対象とし、ＩＣＴ活用工事（土工）積算要領、に基

づき費用を計上するが、対象範囲及び実施内容の協議に基づき、変更を行うものとする。 

２ 無人航空機、または、地上型レーザースキャナーを用いた起工測量及び３次元設計データ作成

は、静岡県単価により費用を積算する。このうち、起工測量の面積は、受発注者協議により決定

した起工測量の必要となる計測範囲に対して計上するものとする。また、３次元データ出来形管

理費・３次元データ納品費、外注経費等については、無人航空機、または地上型レーザースキャ

ナーを用いた出来形管理を実施する場合は、見積書を提出することとする。 

見積書の提出がない場合は、３次元データ出来形管理費・３次元データ納品、外注経費等の積

算計上は行わない。なお、起工測量においても、無人航空機または地上型レーザースキャナーを

用いた手法以外は積上げ積算計上は行わない。 

３ 掘削工のＩＣＴ建設機械による施工は、施工現場での施工数量に応じて変更を行うものとし、

施工数量は建設機械（ＩＣＴ建設機械、通常建設機械）の稼働実績を用いて算出するものとする。 

  受注者は、ＩＣＴ施工に要した建設機械（ＩＣＴ建設機械、通常建設機械）の稼働実績（延べ

仕様台数）が確認できる資料を監督員へ提出するものとする。なお、稼働実績が確認できる資料

の提出が無い等、稼働実績が適正と認められない場合においては、全施工数量の25％をＩＣＴ建

設機械の施工数量として変更するものとする。 

 

５ 作業土工（床掘）におけるＩＣＴ活用 

 作業土工（床掘）において、ＩＣＴ建設機械による施工を行う場合は、ＩＣＴ活用工事に伴う経費

を設計変更の対象とし、ＩＣＴ活用工事（作業土工（床掘））積算要領に基づき費用を計上する。 

 

６ 法面工におけるＩＣＴ活用 

 法面工において、３次元出来形管理等の施工管理を行う場合は、ＩＣＴ活用工事に関する基準（法

面工）に基づき実施するものとする。 

 

７ 付帯構造物設置工におけるＩＣＴ活用 

 付帯構造物設置工において、３次元出来形管理等の施工管理を行う場合は、ＩＣＴ活用工事に関す

る基準（付帯構造物設置工）に基づき実施するものとする。 

 

８ 構造物工におけるＩＣＴ活用 



 

 

 構造物工において、３次元出来形管理等の施工管理を行う場合は、ＩＣＴ活用工事に関する基準（構

造物工）に基づき実施するものとする。 

 

９ 用語の定義 

ＩＣＴ活用工事において、図面とは、設計図、３次元地形データ、３次元設計データをいう。 

なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し監督員が承諾した図面

を含むものとする。 

 

10 工事成績 

ＩＣＴ活用工事のうち、何れかの施工プロセスを実施した場合は、「創意工夫：ＩＣＴ・その他32」

項目で１点の加点とし、全ての施工プロセスを実施した場合は、「創意工夫：ＩＣＴ・その他 33」項

目で２点の加点とする。全ての施工プロセスの実施とは、発注者との協議で確定した施工プロセス全

てを実施した場合も含まれる。何れかの施工プロセスとは、ＩＣＴ活用工事の対象工事のうち、部分

的に選択した施工プロセスを実施したものを示す。 

なお、実施対象となっていない施工プロセスにおいて、自主的に実施したものについても「創意工

夫：ＩＣＴ・その他32」項目での加点対象とする。 

 

11 条件変更 

 受注者は、工事の施工に当たり、やむを得ない事情によりＩＣＴ活用工事の実施が困難となった場

合、発注者に協議を行うことができる。 

 

12 監督・検査 

ＩＣＴ活用工事を実施する場合の監督・検査は、国土交通省・静岡県が定めた表１に示すＩＣＴ

活用施工技術に関する基準及び関連要領等により行うものとする。 

 

13 成果品 

 成果品の対象は、表２に示すとおりとする。 

 

表１ ＩＣＴ活用施工技術に関する基準（土工） 

段階 名称 

施工 

土木工事施工管理基準（案）（出来形管理基準及び規格値） 

土木工事数量算出要領（案） 

土木工事共通仕様書 施工管理関係書類（帳票：出来形合否判定総括表） 

静岡県施工履歴データによる土工の出来形管理要領（案） 

検査 
地方整備局土木工事検査技術基準（案） 

既済部分検査技術基準（案） 

納品 静岡県完成形状の３次元計測実施要領（案） 

土工 静岡県ＩＣＴ活用工事運用ガイドライン土工編（案） 

関連要領等：https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html 

※施工履歴データは、原則として静岡県の基準を用いるものとする。 

https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html


 

 

表２ 成果品の対象 

項目 
データ 

種別 
ファイル形式 基準 

静岡県ガイド 

ライン 
静岡市 

起工測量計測 

点群データ 
ポイント 

CSV,LAS, 

LandXML 

数量算出に 

利用した場 

合に提出 

不要 
数量算出に 

利用した場 

合に提出 起工測量計測データ TIN LandXML 

必要 

３次元設計データ TIN LandXML 

必要 必要 

出来形管理資料 - 
PDF又はビューア 

付３次元データ 

出来形評価用データ ポイント 
CSV,LAS, 

LandXML 

出来形計測点群データ ポイント 
CSV,LAS, 

LandXML 

不要 

出来形計測データ TIN LandXML 

工事基準点及び 

標定点データ 
ポイント 

CSV,LandXML, 

SIMA 

空中写真測量（無人 

航空機）で撮影した 

デジタル写真 

画像 JPG 

完成形状計測 

点群データ 
ポイント LAS 記載なし 必要 不要 

 



 

 

令和８年４月 

 

ＩＣＴ活用工事（ＩＣＴ舗装工（修繕工含む））発注者指定型 

に関する特記仕様書 

 

本工事は、舗装工（修繕工含む）において、３次元データを活用するＩＣＴ活用工事を実施する工

事である。ＩＣＴ活用工事の対象範囲及び実施内容は、発注者が指定するが、受注後、必要に応じて

受発注者協議により変更することは可能とする。 

 

１ 定義 

ＩＣＴ活用工事（ＩＣＴ舗装工）とは、以下に示す(1)～(5)の施工プロセスにおいてＩＣＴを活用

する工事である。ただし、本市においてはＩＣＴ活用工事の普及を目指す目的から、施工プロセスの

部分的実施でもＩＣＴ活用工事とみなすため、発注者が必要な施工プロセスを指定する。 

(1) 起工測量 

(2) ３次元設計データ作成 

(3) ＩＣＴ建設機械による施工 

(4) 出来形管理等の施工管理 

(5) ３次元データの納品 

 

２ ＩＣＴ施工技術の具体的内容 

ＩＣＴ活用工事は、ＩＣＴを活用して、以下の施工を実施する。 

(1) 起工測量 

受注者は、以下に示す１）～５）から手法を選択して３次元座標を取得する。２）を用 

いる場合は、３次元データを作成しなくてもよい。起工測量は、施工現場の環境条件によ

り、管理断面及び変化点の計測または面的な計測による測量を選択する。 

１）地上型レーザースキャナーを用いた起工測量 

２）トータルステーション等光波方式を用いた起工測量 

３）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

５）その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

(2) ３次元設計データ作成 

受注者は、（1）で取得した測量データと設計図書を用いて、ＩＣＴ建設機械による施工

及び３次元出来形管理を行うための３次元設計データを作成する。 

(3) ＩＣＴ建設機械による施工 

受注者は、(2)で作成した３次元設計データを用い、以下に示すＩＣＴ建設機械により、

施工を作業に応じて選択して施工を実施する。なお、ＩＣＴ建設機械の調達が困難な場合

は、監督職員と協議して従来型建設機械による施工を実施してもＩＣＴ活用工事とする。 

１）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械（不陸整正工、上層路盤工、下層路盤工） 

２）３次元位置を用いた施工管理システムを搭載した建設機械（路面切削工、切削オーバ

ーレイ工） 



 

 

建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基

づき建設機械の作業装置を自動制御する３次元マシンコントロール技術、建設機械の作業

装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の

作業装置を誘導する３次元マシンガイダンス技術、または、建設機械の作業装置位置及び

切削深さ（高さ）をリアルタイムに計測・記録する施工管理の機能を有する技術を用いる。 

(4) 出来形管理等の施工管理 

施工管理において、以下に示す１）～７）から選択して、出来形管理を行うものとする。

出来形管理の手法によって、面管理または管理断面及び変化点の計測による出来形管理と

する。３次元位置を用いた施工管理システムを搭載した建設機械を使用した場合の出来形

管理にあたっては、以下５）により実施するものとする。 

１）地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

２）トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理 

３）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

５）施工履歴データを用いた出来形管理 

６）地上写真測量を用いた出来形管理 

７）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 

(5) ３次元データの納品 

３次元施工管理データ及び完成形状の３次元計測データ（LAS 形式）を工事完成図書と

してオンライン電子納品（https://mycityconstruction.jp/）する。オンライン電子納品

に対応していないデータの場合は監督員と納品方法について協議を行う。 

完成形状の３次元計測データ（LAS 形式）については、静岡県完成形状の３次元計測実

施要領（案）（静岡県）に基づき、工事完成時に完成形状の３次元計測を行う。 

また、舗装工（修繕工含む）の完成形状と工事の完成形状が同一である場合は、出来形

管理の計測データを完成形状の計測データとみなす。 

 

３ ＩＣＴ活用工事の実施手続き 

受注者は、施工内容、施工範囲、施工数量、施工方法等について施工計画書に記載する。 

 

４ ＩＣＴ活用工事に関する経費 

１ ＩＣＴ活用工事に伴う経費は、ＩＣＴ活用工事（舗装工）積算要領、ＩＣＴ活用工事（舗装工

（修繕工））積算要領に基づき費用を計上する。 

２ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量、及び、３次元設計データ作成は、静岡県単価に

より費用を積算する。また、３次元設計データ出来形管理費・３次元データ納品費、外注経費等につ

いては、地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理を実施する場合は、見積書（参考様式）を提

出することとする。見積書の提出がない場合は、３次元データ出来形管理費・３次元データ納品、外

注経費等の積算計上は行わない。 

なお、起工測量においても、地上型レーザースキャナーを用いた手法以外は、積上げ積算計上は行

わない。 

 

https://mycityconstruction.jp/


 

 

５ 用語の定義 

ＩＣＴ活用工事において、図面とは、設計図及び３次元設計データをいう。 

なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し監督員が承諾した図面

を含むものとする。 

 

６ 工事成績 

ＩＣＴ活用工事のうち、何れかの施工プロセスを実施した場合は、「創意工夫：ＩＣＴ・その他32」

項目で１点の加点とし、全ての施工プロセスを実施した場合は、「創意工夫：ＩＣＴ・その他 33」項

目で２点の加点とする。全ての施工プロセスの実施とは、発注者が指定したプロセス全てを実施した

場合も含まれる。何れかの施工プロセスとは、ＩＣＴ活用工事の対象工事のうち、部分的に選択した

施工プロセスを実施したものを示す。 

なお、実施対象となっていない施工プロセスにおいて、自主的に実施したものについても「創意工

夫：ＩＣＴ・その他32」項目での加点対象とする。 

 

７ 監督・検査 

ＩＣＴ活用工事を実施する場合の監督・検査は、国土交通省・静岡県が定めた表１に示すＩＣＴ活

用施工技術に関する基準及び関連要領等により行うものとする。 

ただし、土木工事施工管理基準（案）（出来形管理基準及び規格値）において、工事規模の考え方は、

中規模以上の工事の施工面積10,000m2以上を2,000m2以上に読み替える。 

 

８ 成果品 

 成果品の対象は、表２に示すとおりとする。 

 

表１ ＩＣＴ活用施工技術に関する基準（舗装工） 

段階 名称 

施工 

土木工事施工管理基準（案）（出来形管理基準及び規格値） 

土木工事数量算出要領（案） 

土木工事共通仕様書 施工管理関係書類（帳票：出来形合否判定総括表） 

検査 
地方整備局土木工事検査技術基準（案） 

既済部分検査技術基準（案） 

納品 静岡県完成形状の３次元計測実施要領（案） 

関連要領等：https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html


 

 

表２ 成果品の対象 

項目 
データ 

種別 
ファイル形式 基準 

静岡県ガイド 

ライン 
静岡市 

起工測量計測 

点群データ 
ポイント 

CSV,LAS, 

LandXML 

数量算出に 

利用した場 

合に提出 

不要 
数量算出に 

利用した場 

合に提出 起工測量計測データ TIN LandXML 

必要 

３次元設計データ TIN LandXML 

必要 必要 

出来形管理資料 - 
PDF又はビューア 

付３次元データ 

出来形評価用データ ポイント 
CSV,LAS, 

LandXML 

出来形計測点群データ ポイント 
CSV,LAS, 

LandXML 

不要 

出来形計測データ TIN LandXML 

工事基準点及び 

標定点データ 
ポイント 

CSV,LandXML, 

SIMA 

空中写真測量（無人 

航空機）で撮影した 

デジタル写真 

画像 JPG 

完成形状計測 

点群データ 
ポイント LAS 記載なし 必要 不要 
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ＩＣＴ活用工事（ＩＣＴ舗装工）受注者希望型 

に関する特記仕様書 

 

本工事は、受注者が「ＩＣＴ活用工事」を希望する場合に、受発注者協議により、３次元データを

活用するＩＣＴ活用工事を実施することができる。 

なお、ＩＣＴ活用工事の対象範囲及び実施内容は、受発注者協議により確定する。 

 

１ 定義 

ＩＣＴ活用工事（ＩＣＴ舗装工）とは、以下に示す(1)～(5)の施工プロセスにおいてＩＣＴを活用

する工事である。ただし、（１）、（４）の実施は、選択可能とし、実施しなくてもよい。なお、本市に

おいてはＩＣＴ活用工事の普及を目指す目的から、施工プロセスの部分的実施でもＩＣＴ活用工事と

みなすため、発注者が必要な施工プロセスを指定する。 

(1) 起工測量 

(2) ３次元設計データ作成 

(3) ＩＣＴ建設機械による施工 

(4) 出来形管理等の施工管理 

(5) ３次元データの納品 

 

２ ＩＣＴ施工技術の具体的内容 

ＩＣＴ活用工事は、ＩＣＴを活用して、以下の施工を実施する。 

(1) 起工測量（希望する場合のみ実施） 

受注者は、以下に示す１）～５）から手法を選択して３次元座標を取得する。２）を用 

いる場合は、３次元データを作成しなくてもよい。起工測量は、施工現場の現場条件によ

り、管理断面及び変化点の計測または面的な計測による測量を選択する。 

１）地上型レーザースキャナ―を用いた起工測量 

２）トータルステーション等光波方式を用いた起工測量 

３）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

４）地上型移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

５）その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

(2) ３次元設計データ作成 

受注者は、測量データと設計図書を用いて、３次元出来形管理を行うための３次元設計

データを作成する。 

(3) ＩＣＴ建設機械による施工 

受注者は、(2)で作成した３次元設計データを用い、以下に示すＩＣＴ建設機械により、

施工を実施する。または、従来型建設機械による施工が選択できる。 

１）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧ建設機械（不陸整正工、上層路盤工、下層路盤工） 

２）３次元位置を用いた施工管理システムを搭載した建設機械（路面切削工、切削オーバ

ーレイ工） 



 

 

建設機械の作業装置の位置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分に基づき

建設機械の作業装置を自動制御する３次元マシンコントロール技術、建設機械の作業装置の位

置・標高をリアルタイムに取得し、施工用データとの差分を表示し、建設機械の作業装置を誘

導する３次元マシンガイダンス技術、または、建設機械の作業装置位置及び切削深さ（高さ）

をリアルタイムに計測・記録する施工管理の機能を有する技術を用いる。 

(4) 出来形管理等の施工管理（希望する場合のみ実施） 

出来形管理の手法によって、面管理または管理断面及び変化点の計測による出来形管理

とする。３次元位置を用いた施工管理システムを搭載した建設機械を使用した場合の出来

形管理にあたっては、以下５）により実施するものとする。 

施工管理において、以下に示す１）～７）から選択して、出来形管理を行うものとする。

２）、６）を用いる場合は、面管理を実施しなくてもよい。 

１）地上型レーザースキャナ―を用いた出来形管理 

２）トータルステーション等光波方式を用いた出来形管理 

３）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた出来形管理 

４）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた出来形管理 

５）施工履歴データを用いた出来形管理 

６）地上写真測量を用いた出来形管理 

７）その他の３次元計測技術を用いた出来形管理 

(5) ３次元データの納品 

３次元施工管理データ及び完成形状の３次元計測データ（LAS 形式）を工事完成図書と

してオンライン電子納品（https://mycityconstruction.jp/）する。オンライン電子納品

に対応していないデータの場合は、監督員と納品方法について協議を行う。 

完成形状の３次元計測は、３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）（国土交通省）

に定められた出来形計測に準じて実施してもよい。 

完成形状の３次元計測データ（LAS 形式）については、静岡県完成形状の３次元計測実

施要領（案）（静岡県）に基づき、工事完成時に完成形状の３次元計測を行う。 

また、舗装工の完成形状と工事の完成形状が同一である場合は、出来形管理の計測デー

タを完成形状の計測データとみなす。 

 

３ ＩＣＴ活用工事の実施手続き 

受注者は、ＩＣＴ活用工事の実施を希望する場合、施工内容、施工範囲、施工数量、施工方法等に

ついて発注者と協議し、協議が整った場合に実施することができる。 

発注者は、協議内容をもとに施工した実績数量を踏まえて速やかに契約変更を行うものとする。 

 

４ ＩＣＴ活用工事に関する経費 

１ ＩＣＴ活用工事に伴う経費は、設計変更の対象とし、ＩＣＴ活用工事（舗装工）積算要領、Ｉ

ＣＴ活用工事（舗装工（修繕工））積算要領に基づき費用を計上する。 

２ 地上型レーザースキャナーを用いた起工測量、及び、３次元設計データ作成は、静岡県単価に

より費用を積算する。また、３次元設計データ出来形管理費・３次元データ納品費、外注経費等につ

いては、地上型レーザースキャナーを用いた出来形管理を実施する場合は、見積書（参考様式）を提

https://mycityconstruction.jp/


 

 

出することとする。見積書の提出がない場合は、３次元データ出来形管理費・３次元データ納品、外

注経費等の積算計上は行わない。 

なお、起工測量においても、地上型レーザースキャナーを用いた手法以外は、積上げ積算計上は行

わない。 

 

５ 用語の定義 

ＩＣＴ活用工事において、図面とは、設計図及び３次元設計データをいう。 

なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し監督員が承諾した図面

を含むものとする。 

 

６ 工事成績 

ＩＣＴ活用工事のうち、何れかの施工プロセスを実施した場合は、「創意工夫：ＩＣＴ・その他32」

項目で１点の加点とし、全ての施工プロセスを実施した場合は、「創意工夫：ＩＣＴ・その他 33」項

目で２点の加点とする。全ての施工プロセスの実施とは、発注者が指示したプロセス全てを実施した

場合も含まれる。何れかの施工プロセスとは、ＩＣＴ活用工事の対象工事のうち、部分的に選択した

施工プロセスを実施したものを示す。 

なお、実施対象となっていない施工プロセスにおいて、自主的に実施したものについても「創意工

夫：ＩＣＴ・その他32」項目での加点対象とする。 

 

７ 監督・検査 

ＩＣＴ活用工事を実施する場合の監督・検査は、国土交通省・静岡県が定めた表１に示すＩＣＴ活

用施工技術に関する基準及び関連要領等により行うものとする。 

ただし、土木工事施工管理基準（案）（出来形管理基準及び規格値）において、工事規模の考え方は、

中規模以上の工事の施工面積10,000m2以上を2,000m2以上に読み替える。 

 

８ 成果品 

 成果品の対象は、表２に示すとおりとする。 

 

表１ ＩＣＴ活用施工技術に関する基準 

段階 名称 

施工 

土木工事施工管理基準（案）（出来形管理基準及び規格値） 

土木工事数量算出要領（案） 

土木工事共通仕様書 施工管理関係書類（帳票：出来形合否判定総括表） 

検査 
地方整備局土木工事検査技術基準（案） 

既済部分検査技術基準（案） 

納品 静岡県完成形状の３次元計測実施要領（案） 

関連要領等：https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html 

 

 

https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html


 

 

表２ 成果品の対象 

項目 
データ 

種別 
ファイル形式 基準 

静岡県ガイド 

ライン 
静岡市 

起工測量計測 

点群データ 
ポイント 

CSV,LAS, 

LandXML 

数量算出に 

利用した場 

合に提出 

不要 
数量算出に 

利用した場 

合に提出 起工測量計測データ TIN LandXML 

必要 

３次元設計データ TIN LandXML 

必要 

必要 

出来形管理資料 - 
PDF又はビューア 

付３次元データ 

出来形評価用データ ポイント 
CSV,LAS, 

LandXML 

出来形計測点群データ ポイント 
CSV,LAS, 

LandXML 

不要 

出来形計測データ TIN LandXML 

工事基準点及び 

標定点データ 
ポイント 

CSV,LandXML, 

SIMA 

空中写真測量（無人 

航空機）で撮影した 

デジタル写真 

画像 JPG 

完成形状計測 

点群データ 
ポイント LAS 記載なし 必要 

 



令和８年４月 

 

ＩＣＴ活用工事（ＩＣＴ地盤改良工）受注者希望型 

に関する特記仕様書 

 

本工事は、受注者が「ＩＣＴ活用工事」を希望する場合に、受発注者協議により、３次元データを

活用するＩＣＴ活用工事を実施することができる。 

 なお、ＩＣＴ活用工事の対象範囲及び実施内容は、協議書に記載するものとする。 

１ 定義 

ＩＣＴ活用工事（ＩＣＴ地盤改良工）とは、以下に示す(1)～(5)の施工プロセスにおいてＩＣＴを

活用する工事である。ただし、本市においてはＩＣＴ活用工事の普及を目指す目的から、施工プロセ

スの部分的実施でもＩＣＴ活用工事とみなすため、発注者が必要な施工プロセスを指定する。 

(1)  起工測量 

(2)  ３次元設計データ作成 

(3)  ＩＣＴ建設機械による施工 

(4)  出来形管理等の施工管理 

(5)  ３次元データの納品 

 

２ ＩＣＴ施工技術の具体的内容 

ＩＣＴ活用工事は、ＩＣＴを活用して、以下の施工を実施する。 

(1) 起工測量 

受注者は、以下の１）～８）、または、中心線・縦断・横断等の確認のための測量から手 

法を選択して３次元座標を取得し、計測データを作成する。 

なお、発注者が提供する航空レーザ測量等の３次元計測データを活用することで計測を

行わない場合においても、そのデータを活用して(2)以降の施工を実施することで、起工測

量を実施したものと同等とみなす。 

また、地盤改良の前施工としてＩＣＴ土工が行われる場合、その起工測量データを活 

用することで、起工測量を実施したものと同等とみなす。 

１）空中写真測量（無人航空機）を用いた起工測量 

２）レーザースキャナーを用いた起工測量 

３）トータルステーション等光波方式を用いた起工測量 

４）トータルステーション（ノンプリズム方式）を用いた起工測量 

５）ＲＴＫ－ＧＮＳＳを用いた起工測量 

６）無人航空機搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

７）地上移動体搭載型レーザースキャナーを用いた起工測量 

８）その他の３次元計測技術を用いた起工測量 

１）の作業において無人航空機を用いる場合は、下記を参照して安全確保に努めるもの

とする。 

・無人航空機（ドローン・ラジコン機等）の飛行ルール（国土交通省交通局） 

・小型無人機等飛行禁止法関係（警察庁） 



・地理院地図（人口集中地区 令和２年 総務省統計局）（国土地理院） 

・地理院地図（空港等の周辺の空域）（国土地理院） 

(2) ３次元設計データ作成 

受注者は、(1)で取得した計測データと設計図書を用いて、ＩＣＴ建設機械による施工及 

び３次元出来形管理を行うための３次元設計データを作成する。 

なお、ＩＣＴ地盤改良工の３次元設計データとは、「施工履歴データを用いた出来形管 

理要領（表層安定処理等・中層地盤改良工事編）（固結工（スラリー撹拌工）編）」で定 

義する地盤改良設計データのことを言う。 

(3) ＩＣＴ建設機械による施工 

受注者は、(2)で作成した３次元設計データを用い、以下に示すＩＣＴ建設機械を作業 

に応じて選択して施工を実施する。 

１）３次元ＭＧバックホウ機能をベースマシンに持つ地盤改良機 

地盤改良機の位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械による施工用デー

タとの差分を表示し、作業装置を誘導する３次元マシンガイダンス技術を用いて、地盤

改良を実施する。 

２）３次元ＭＣまたは３次元ＭＧバックホウ 

バックホウのバケットの位置・標高をリアルタイムに取得し、ＩＣＴ建設機械による 

施工用データとの差分に基づき制御データを作成し、バケットを自動制御する３次元マ 

シンコントロール技術または、バックホウのバケットの位置・標高をリアルタイムに取 

得し、ＩＣＴ建設機械による施工用データとの差分を表示し、バケットを誘導する３次 

元マシンガイダンス技術を用いて、地盤改良を実施する。 

(4) 出来形管理等の施工管理 

受注者は地盤改良の出来形管理について施工履歴データにより行うこととするが、改良 

土を盛立てるなど履歴データによる管理が非効率となる部分について監督員との協議の 

上で他の計測技術による出来形管理を行っても良い。ただし、改良範囲の施工履歴データ 

は(5)によって納品するものとする。 

(5) ３次元データの納品 

３次元施工管理データ及び完成形状の３次元計測データ（LAS 形式）を工事完成図書と

してオンライン電子納品（https://mycityconstruction.jp/）する。納品方法については、

監督員と協議する。オンライン電子納品に対応していないデータの場合は、監督員と納品

方法について協議を行う。 

      完成形状の３次元計測は、３次元計測技術を用いた出来形管理要領（案）（国土交通省）

に定められた出来形計測に準じて実施してもよい。 

完成形状の３次元計測データ（LAS 形式）については、静岡県完成形状の３次元計測実

施要領（案）（静岡県）に基づき、工事完成時に完成形状の３次元計測を行う。 

 

３ ＩＣＴ活用工事の実施手続き 

受注者は、ＩＣＴ活用工事の実施を希望する場合、施工内容、施工範囲、施工数量、施工方法等に

ついて発注者と協議し、協議が整った場合に実施することができる。 

発注者は、協議内容をもとに施工した実績数量を踏まえて速やかに契約変更を行うものとする。 

https://mycityconstruction.jp/


 

４ ＩＣＴ活用工事に関する経費 

１ ＩＣＴ活用工事に伴う経費は、設計変更の対象とし、ＩＣＴ活用工事（地盤改良工（安定処理））

積算要領、ＩＣＴ活用工事（地盤改良工（中層混合処理））積算要領、ＩＣＴ活用工事（地盤改良工（ス

ラリー撹拌工））に基づき費用を計上する。 

２ 無人航空機、または、地上型レーザースキャナーを用いた起工測量は、静岡県単価により費用

を積算する。このうち、起工測量の面積は、受発注者協議により決定した起工測量の必要となる計測

範囲に対し計上するものとする。 

なお、起工測量において、無人航空機、または、地上型レーザースキャナーを用いた手法以外は、

積上げ積算計上は行わない。 

 

５ 用語の定義 

ＩＣＴ活用工事において、図面とは、設計図、３次元地形データ、３次元設計データをいう。 

なお、設計図書に基づき監督員が受注者に指示した図面及び受注者が提出し監督員が承諾した図面

を含むものとする。 

 

６ 工事成績 

ＩＣＴ活用工事のうち、何れかの施工プロセスを実施した場合は、「創意工夫：ＩＣＴ・その他32」

項目で１点の加点とし、全ての施工プロセスを実施した場合は、「創意工夫：ＩＣＴ・その他 33」項

目で２点の加点とする。全ての施工プロセスの実施とは、発注者が指示したプロセス全てを実施した

場合も含まれる。何れかの施工プロセスとは、ＩＣＴ活用工事の対象工事のうち、部分的に選択した

施工プロセスを実施したものを示す。 

なお、実施対象となっていない施工プロセスにおいて、自主的に実施したものについても「創意工

夫：ＩＣＴ・その他32」項目での加点対象とする。 

 

７ 監督・検査 

ＩＣＴ活用工事を実施する場合の監督・検査は、国土交通省・静岡県が定めた表１に示すＩＣＴ活

用施工技術に関する基準及び関連要領等により行うものとする。 

 

８ 成果品 

 成果品の対象は、表２に示すとおりとする。 

 

表１ ＩＣＴ活用施工技術に関する基準 

段階 名称 

施工 

土木工事施工管理基準（案）（出来形管理基準及び規格値） 

土木工事数量算出要領（案） 

土木工事共通仕様書 施工管理関係書類（帳票：出来形合否判定総括表） 

静岡県ＩＣＴ活用工事運用ガイドライン土工編（案） 

検査 地方整備局土木工事検査技術基準（案） 



既済部分検査技術基準（案） 

納品 静岡県完成形状の３次元計測実施要領（案） 

関連要領等：https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html 

 

 

表２ 成果品の対象 

項目 
データ 

種別 
ファイル形式 基準 

静岡県ガイド 

ライン 
静岡市 

起工測量計測 

点群データ 
ポイント 

CSV,LAS, 

LandXML 

数量算出に 

利用した場 

合に提出 

不要 
数量算出に 

利用した場 

合に提出 起工測量計測データ TIN LandXML 

必要 

３次元設計データ TIN LandXML 

必要 

必要 

出来形管理資料 - 
PDF又はビューア 

付３次元データ 

出来形評価用データ ポイント 
CSV,LAS, 

LandXML 

出来形計測点群データ ポイント 
CSV,LAS, 

LandXML 

不要 

出来形計測データ TIN LandXML 

工事基準点及び 

標定点データ 
ポイント 

CSV,LandXML, 

SIMA 

空中写真測量（無人 

航空機）で撮影した 

デジタル写真 

画像 JPG 

完成形状計測 

点群データ 
ポイント LAS 記載なし 必要 

 

 

 

https://www.mlit.go.jp/tec/constplan/sosei_constplan_tk_000051.html

